
「わたしたちのまちの福祉サービス（高齢者福祉版）」 

訂正箇所について（事業内容の変更等） 

・P1 

●赤坂ふれあいセンター● 

所
在
地 

変更前 ボンベルタ百貨店 

変更後 そよら成田ニュータウン 

 

 

・P2 

●緊急通報装置● 

利
用
料 

変更前 
ただし、市民税所得割課税世帯は、レンタル料月額 1,000円 

(安否確認センサー利用世帯は＋150円)＋消費税 

変更後 
ただし、市民税所得割課税世帯は、レンタル料月額 664円 

(安否確認センサー利用世帯は 2,027円) 

 

●火災報知器の設置● 

設
置
料 

変更前 ただし、市民税所得割課税世帯は、2,500円＋消費税 

変更後 ただし、市民税所得割課税世帯は、3,575円 

 

 

・P3 

●徘徊高齢者等家族支援サービス● 

【利用料】 

基
本 

料
金 

変更前 月額 500円 

変更後 月額 1,320円 

情
報
料 

変更前 
1 回 200 円（インターネット利用の場合は、月 2 回まで無料。3

回目以降 100円。） 

変更後 1回 220円（インターネット利用の場合は無料） 

 

 

・P6 

●福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）● 

【利用料】基本料金 

基
本

料
金 

変更前 １時間 1,000円 

変更後 １時間 30分 1,000円 

 



P9、P10 

 
成田市地域包括支援センター等の名称変更について（お知らせ） 

 

成田市 
  

 成田市では、地域包括支援センター及び日常生活圏域の名称について、担当する地区を明確と

するため、令和６年４月１日から、下記のとおり変更しますので、お知らせいたします。 

 なお、地域包括支援センターとご契約の方におかれましては、名称変更以前の契約のまま有効

となります。 

 

記 

令和６年４月１日から 

 

成田市役所 介護保険課 

電話：0476-20-1545 

新圏域名（旧圏域名） 新名称（旧名称） 担当地域 

ニュータウン・八生・豊住圏域 

（西部北圏域） 

成田市ニュータウン地域包括支援センター 

（成田市西部北地域包括支援センター） 

ニュータウン地区 

※はなのき台を含む 

成田市八生・豊住地域包括支援センター支所 

（成田市西部北地域包括支援センター押畑支所） 
八生・豊住地区 

成田・中郷圏域 

（西部南圏域） 

成田市成田・中郷地域包括支援センター 

（成田市西部南地域包括支援センター） 
成田・中郷地区 

公津圏域 

（西部西圏域） 

成田市公津地域包括支援センター 

（成田市西部西地域包括支援センター） 

公津地区 

※はなのき台を除く 

遠山圏域 

（南部圏域） 

成田市遠山地域包括支援センター 

（成田市南部地域包括支援センター） 
遠山地区 

久住・下総・大栄圏域 

（東部圏域） 

成田市久住・下総地域包括支援センター 

（成田市東部地域包括支援センター） 
久住・下総地区 

成田市大栄地域包括支援センター支所 

（成田市東部地域包括支援センター大栄支所） 
大栄地区 


